
中小企業税制 

①設備投資の一括損金処理（即時償却） 

 現行1件10万円未満が改正後は1件30万円未満と

金額がアップします。期間は15年4月から18年3月

末までの取得です。中小企業だけが対象です。 

②交際費課税の軽減(15年4月から) 

 現行は、資本金5,000万円以下の法人で年400万

円までの交際費の80%が損金扱いですが、改正後は

資本金1億円以下の法人で年400万円までの交際費

の90%が損金扱いとなります。 

③同族会社の留保金課税を3年間停止 

 現行内部留保が一定額を超えるとその超過額に

10%～20%で累進課税されますが、改正後は留保金

課税を停止します。時期は15年4月から18年3月末

までに始まる事業年度で、総資産に占める自己資

本の割合が50%以下の中小企業が対象です(資本金

1億円以下)。 

投資減税 

 現行では研究費の増加分の一定割合しか税額控

除を認めていませんが、 改正後は研究費があれば

増えていなくても減税の対象とすることとなって

います。研究費総額の8～10%を法人税額から控除

します。特例として、導入当初3年間は10～12%の控

除となります。中小企業向けは一律12%とし特例と

して導入当初3年間は15%です。 但し控除額の上限

は法人税額の20%、控除不足額は翌年度に繰り越す

（但し、繰り越控除を使う年度の研究費を前年度

より増やすことなどが条件）ことができます。時期

は、15年1月以降に始まる事業年度からです。 

 

 

  

(社)松原青年会議所 理事長就任のご挨拶 

道下 誠 様 

 私は2003年度、第33代理事長を務めさせて頂

きます道下誠です。どうぞ1年

間宜しくお願いします。本年度

は「関われ！繋がれ！輝け

JAYCEE地域と共に」をスローガ

ンに掲げ、地域と積極的に関

わっていこうと考えています。

そして我々の事業を通じて市

民の方々同士が関わり、つな

がっていただきたいと思いま

す。そのつながりが太くなればなるほど明るい豊

かな社会が実現できるものと信じて活動していき

ます。 

 対外的な事業としては、例年通り第18回わんぱ

く相撲松原場所、また1年間同じ子供たちと長く関

わることで大きな絆を感じていただくアクティブ

キッズ松原2003事業を昨年に引き続き、市民から

ボランティアを募集し共に事業を開催したいと思

います。 

 29回目を迎えます松原市民まつり、20回目の記

念大会を迎える松原市民マラソンにも実行委員会

として積極的に参画していきます。 

 メンバーの資質向上を目的にしたセミナーや勉

強会を計画しています。人間力高めるための運動

も行っていきます。共に明るい豊かな社会を目指

して市民の方々と共に同じ目を共有し積極果敢に

時代を切り開くリーダーとして行動していきます。 

何分若輩ものではありますが例年と変わらない

ご指導ご鞭撻をお願い致します。どうぞ1年間宜し

くお願い申し上げます。 

   

  （週報担当 会報委員会） 

－４－ 

№1693

出席率 86.21％ 

今週のプログラム    第1890回例会 

＊ 日 時  平成15年2月4日(火曜日) 

   12時30分～13時30分 

＊ 司 会  （ＳＡＡ） 

＊ ソ ン グ  （唱歌委員会） 

「君が代」「喜び分つ」 

＊ お 客 様 の 紹 介  （親睦委員会） 

＊ 御 祝 い  （2月度） 

＊ 出 席 報 告  （出席委員会） 

＊ 諸 報 告  （会長、幹事、各委員会） 

＊ 卓 話  「商工会議所のあらまし」 

 松原商工会議所  

  専務理事 増田 顕 会員 

  (楠原正一会員紹介) 

http://www5.ocn.ne.jp/~mrc/ 

E-mail  mrc@viola.ocn.ne.jp 

次週以降のお知らせ  

＊ 2月11日(祝) 

 ・休会（法定休日） 

＊ 2月18日(火) 

 ・卓話 ｢日本の再設計｣ 池田靖昭会員 

＊ 2月25日(火) 

 
・クラブ討論会(4)  
   国際奉仕 太田年明会員 

 
・家庭集会(4) 国際奉仕担当 
       （岬 18：00～） 

 ・定例理事会（13：40～） 

＊ 3月 4日(火) 

 ・卓話 石崎 勇会員 

出席免除会員数 25名 

会員数 54名 

出席義務者数 29名 
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近隣クラブ例会変更のお知らせ  
幹事 和田一義 

ク ラ ブ 日     時 場   所 備   考 

藤井寺しゅらRC 1/30(木) ⇒ 1/25(土) 藤 井 寺市民総合会館 Ｉ Ｍ 第 5 組 

松 原 中 R C 2/12(水) ⇒ 2/11(祝) 奥 伊 根 温 泉 「 油 屋 ｣  

堺 南 R C 2/10(月) ⇒2/ 8(土)18：00～ リーガロイヤルホテル堺  

ニコニコ箱 SAA 上野忠義 

・ 海外より無事帰国して 落合 

・ 会員誕生日内祝 岡、寺下、西本(正) 

・ 創立記念日内祝 西田(幸)、西本(正) 

・ 奥様誕生日内祝 岡、木口 

・ 田中会員に写真を頂いて 石崎 

・ バッチ忘れました 西浦 

・ 勝手に休会を作りました 鵜山 

・ 遅参お詫び 吉川 

  （各会員） 

 小計 50,000円  （1月分合計 107,000円)    

 今年度目標達成率 64.05％ 

・ クラブ欠席お詫び 岡 

 累計 1,601,280円 

先週の例会では   第1889回例会 

・ 日        時          1月28日（火曜日）  

・ 出  席  報  告  （寺下出席副委員長） 

    

1月14日修正出席率 82.76％ 

・ お 客 様 の 紹 介 （二木親睦委員長） 

   (社)松原青年会議所 

理事長  道下 誠 様 

2 月 度 御 祝 い     

◎会員誕生日お祝    西浦 能兼 22日 

 稲田耕之介 2日  奥田 政典 28日 

 西山 公三 3日   ◎創立記念日お祝 

 長谷川文夫 10日  上野 忠義 1日 

 三木 知二 18日   石崎  勇 10日 

 上野 忠義 22日  川西 久吉 10日 

 西浦 能兼 27日  長谷川文夫 10日 

 松本 慶二 27日  湯川 英男 10日 

 楠原 正一 28日  三木 知二 16日 

 二木 宰之 28日  西浦 能兼 20日 

◎結婚記念日お祝  西山 公三 23日 

 西山 公三 3日   ◎奥様誕生日お祝 

 松谷 文雄 3日  山本 静子   5日 

 山本 末男 3日  岩間 康子 6日 

 福田 資人 19日  稲田 勝子 28日 

 石崎  勇 21日  （各会員、奥様） 



IM事前会議（情報・規定審議会）報告 

      会長エレクト 西浦能兼 

A、2004年RI規定審議会への案件提出についてその

手続きやスケジュールの説明がありました 

1.クラブ提案は地区ガバナー事務所へ2003年2月

末日まで 

2.RI提出前に地区大会にて案件の賛否について 

地区内クラブの表決を受ける（地区大会4月26

日、27日開催） 

3.RIへの提出締切は、2003年6月30日（規定審議会

の前年）となっています 

 過去提案された重要案件は、2～3回の審議会を

経て採択されている傾向にある 

B.2004年規定審議会で予想される論点について次

の様な説明がありました 

1.「青少年奉仕」を奉仕の第5部門に追加する件 

2.若いロータリアンの年会費減免の件 

3.会員の資格要件修正の件→緩和される方向との 

 こと 

4.クラブ合併を認める件→立法案が考えられてい 

 る模様 

 

卓 話 
 

「平成15年度税制改正案」について 
 

山本 廣志 会員 

 平成15年度与党税制改正大

綱について説明します。今回

の税制改正では中小企業向け

に手厚い優遇措置が設けられ、

経済活性化に向け減税を先行

することとなりました。減税

は企業の研究開発・投資減税・

交際費課税の軽減など、また

生前贈与を促すための相続

税・贈与税改革や証券税制の

見直しも実施される予定です。 

相続・贈与関係 

①高齢者からの贈与 

 ｢65歳以上の親｣から｢20歳以上の子供｣に対する

生前贈与する場合の非課税枠を現行110万円から

改正後2,500万円まで拡大されます。この非課税枠

は贈与財産が2,500万円の上限に達するまで何度

も使えます。また、資金使途の制限はなく、贈与財

産は何でもかまいません。非課税枠を超える部分

への税率は一律20%です。相続時に贈与財産を加算

し過去に払った贈与税額を相続税額から差し引き、

相続税額より贈与税額が多ければ払いすぎた贈与

税額は還付されます。 

 改正は、15年1月からの予定ですが、現行制度110

万円の制度も残ります。納税者がどちらかを選択

することができます。 

②住宅取得資金の贈与の非課税枠の改正 

  現行550万円が改正後は3,500万円となり、贈与

者が父母・祖父母から父母となります。さらに、贈

与を受ける者は、子又は孫から、20歳以上の子とな

ります。受贈者の条件は現行の年間所得1,200万円

までが廃止されます。対象はどちらも新築購入・増

改築の場合です。期間は17年末までが15年1月から

17年末までです。相続時精算課税制度を選択する

場合は、相続時に贈与財産を加算し過去に払った

贈与税額を相続税額から差し引き、相続税額より

贈与税額が多ければ払いすぎた贈与税額は還付さ

れます。15年1月以降に550万円特例を使うと、その

年を含めて5年間は相続税・贈与税を一体化する新

制度への移行ができません。また、相続時精算課税

制度を選択すると、最初の贈与を受けた年の翌年2

月1日から3月15日までの間に、税務署に適用を受

ける旨の申告をしなければなりません。 

③最高税率の引き下げ 

 相続税・贈与税の最高税率を70％から50%に引き

下げます。相続時精算課税制度を選択した場合は、

贈与税は一律20%となります。 

不動産取引関係(15年4月から) 

①登録免許税(国税)の軽減 

 現行は基本税率5%(土地は評価額を3分の1に減

額・実行税率約1.67%)ですが、改正後は、基本税率

2%(18年3月末まで土地・建物1%)となります。 

②不動産取得税(地方税)の軽減 

 不動産の所有権移転時に取得者が納付義務を負

うもので、固定資産評価額が課税標準となってい

ます。現行が4%(住宅用の土地・建物は3%)で土地は

特例として課税標準が2分の1です。新築住宅用家

屋は1,200万円課税標準から控除されています。改

正後は3%となり土地の特例として課税標準の2分

の1は3年間延長されます。また、新築住宅用家屋は

1,200万円課税標準から控除されます。 

個人所得関係 

①配偶者特別控除を原則廃止 

 所得控除のうち最高38万円の廃止となり、現行

年間所得1,000万円(給与収入で約1,231万円)以下

の納税者で配偶者のパート収入が年103万円まで

の世帯が該当します。時期は、16年1月からの予定

です。但し、配偶者の年収が103万を超え、配偶者

自身にも所得税がかかったとたんに、世帯の税負

担が急激に増えるのを和らげる｢調整部分｣の配偶

者特別控除は残ります。例えば、夫がサラリーマ

ン・妻が専業主婦・子供2人(うち1人は高校生か大

学生)で、年収700万円の場合は、所得税・住民税合

わせて年間59,000円程度の増税となります、年収

1,000万円の場合は、年間94,000円程度増税です。       

消費税関係(16年4月以後) 

①中小事業者に対する簡易課税制度の特例の縮小 

 現行年間売上高2億以下が改正後は5,000万円以

下で簡易課税の適用となります。 

②免税事業者の引き下げ 

 現行は、免税点3,000万円以下が改正後は、1,000

万円以下となります。 

－３－ －２－ 

会 長 の 時 間 
 

会長 落合良生 

 過日25日には第5組ＩＭの参加有難うございま

した。又パネラーをお願いしました岩間次期幹事

にはご苦労様でした。当日の会場は寒くて、開催の

時期にも問題があると思いますが、出席者が少な

いように見受けられました。年間を通して、他クラ

ブ、会員の交流の場は、ＩＭと地区大会の2場所し

かありません。私は入会以来ＩＭは皆出席です。地

区大会は1回欠席しました。参加することに意味が

あるといわれていますように、何かロータリーの

本筋が見えてきます。パネラーに推薦された会員

は一生懸命です。共に「井戸の中のカエル」であっ

てはならないと思います。どうか今後ともに出来

うる限り参加をお願い致します。 

 小泉首相は年頭の自民党大会において、デフレ

からの脱却を全力で取り組むと言明した。見方に

よっては政策の転換とも取れるし、ただのスロー

ガンともとれる。今や、我国経済はあり地獄の中に

入り込んだような状態にあると思います。しかし

私達は、自分の城は自身で守ることは、当然な使命

であります。政策を理由にしてはなりません。心の

大掃除をしてみる。かき集めた落ち葉を焼き、野を

焼けば、その下に、春が来ること感じさせるよう

に。生き生きとした新芽が出てくる価値観を変え

ることも、今年の選択課題だと思います。 

 

幹 事 報 告 
 

幹事 和田一義 

・富田林RCより昨年6月に創立40周年を迎えられた

ときの記念誌が届きました。事務局に置いてあり

ますのでご覧下さい。 

・大阪金剛RCの認証状伝達式が3月23日(日)PM3時

より全日空ゲートタワーホテルで行われる案内が

ガバナー事務所から参っております。詳しくは後

日大阪金剛RCより案内が参りました時に再度ご案

内を致します。 

 

委 員 会 報 告 
 

米山功労賞表彰 

委員長 中西 彰  

 今回、鵜山会員が米山功労賞をいた

だかれましたので盾の贈答をさせて

いただきます。 

 

親睦活動委員会 

委員長 二木宰之 

 12月21日のクリスマス家族会には悪天候の中た

くさんのご出席、誠にありがとうございました。そ

の会計報告を皆さんのお手元に配布させていただ

いております。お目通しをお願いします。 

 

雑誌・広報委員会 
委員長 河村忠成 

 英字誌『The Rotarian』 が5部届い

ています。ご入用の方、留学生などで

読まれる方があればお申し出くださ

い。 

 
ゴルフ部 

部長 河村忠成 

・“田辺RC創立50周年ゴルフ大会”のご案内 

日 時：平成15年3月9日(日) 

場 所：白浜ビーチGC 

参加料：10,000円  

対 象：ロータリー会員および配偶者 

申込締切2月10日(月) 

・松原RCゴルフ部の会費(後期分)を次週より徴収

しますのでよろしくお願いします。 

 なお、次回コンペは3月13日(木)を予定していま

す。 

 

RAC委員会 

委員長 寺下邦彦 

 2月20日 (木）PM8:00 4階会議室にて地区ロー

ターアクト委員会の公式訪問があります。委員、

幹事、会長は申し訳ありませんがご出席お願い申

し上げます。 

 

国際奉仕委員会 

委員長 太田年明 

 2月25日(火)PM6時から家庭集会を行います。年

間スケジュールでは18日になっておりますのでお

間違いないようにしてください。 

  

ロータリー財団 

委員長 福田資人 

 2004-05年度ロータリー財団国際親善奨学生の

募集案内が来ております。詳しくは事務局までお

問い合わせください。今回から2年間マルチ･イ

ヤー奨学金は1年につき一律12500ドルに増額と

なっています。なお、ロータリアンの2親等まで

応募できません。 

 

青少年交換委員会 

委員長 山本廣志 

 2003-2004年度短期青少年交換派遣学生の募集

案内について報告します。 

 この事業は、毎年夏、3週間から1ヶ月、海外の

ロータリークラブと学生を交換する企画です。応

募資格や費用等の詳細は事務局に掲示しています

ので、そちらを参考にしてください。 

 概要は、15歳から22歳までの学生で、6月中ご

ろから8月中頃までです。募集人員は約7名です。 

 今年度派遣学生のレターがきていますので、回

覧させていただきます。 

熱 意 な き 人 は 描 け る 餅 の ご と し 世 界 理 解 月 間 


